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下
水
道
が
整
備
さ
れ
る
と
、
汚
水
を
下
水

道
へ
流
せ
る
よ
う
に
な
り
生
活
環
境
が
向

上
し
、
そ
の
土
地
の
利
用
価
値
が
高
ま
り
ま
す
。
受

益
者
負
担
金
制
度
は
こ
の
「
下
水
道
が
利
用
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
土
地
」
の
状
態
に
着
目
し
て
い
る
た

め
、
土
地
に
対
し
て
（
土
地
の
面
積
に
応
じ
て
）
か

か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
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衛
生
的
で
快
適
な
暮
ら
し
を
送
れ
る
よ
う
、
市
で
は
公
共
下
水
道
事
業
を
実
施
し
て
い

ま
す
。

今
年
度
は
、
つ
く
し
野
５
丁
目
、
７
丁
目
、
我
孫
子(

松
園
団
地
）、
並
木
７
丁
目
、
高

野
山
、
東
我
孫
子
１
丁
目
、
新
木
野
３
丁
目
地
区
の
そ
れ
ぞ
れ
一
部
で
下
水
道
工
事
を
行

う
予
定
で
す
。

ま
た
、
下
水
道
工
事
に
先
立
っ
て
、
ガ
ス
・
水
道
管
の
切
廻
工
事
も
行
い
ま
す
。
工
事

場
所
周
辺
に
お
い
て
は
通
行
止
め
、
迂
回
路
、
騒
音
、
振
動
な
ど
、
皆
様
の
日
常
生
活
に

ご
不
便
、
ご
迷
惑
を
お
か
け
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

最
近
、「
市
か
ら
依
頼
さ
れ
た
」、「
市
役
所
か
ら
き
た
」な
ど
と
言
っ
て
個
人
の
敷
地
内

の
下
水
管
な
ど
、
排
水
設
備
を
強
引
に
点
検
・
清
掃
す
る
業
者
が
増
え
て
い
ま
す
。

手
口
と
し
て
は
「
下
水
管
の
詰
ま
り
や
臭
い
は
近
所
迷
惑
だ
」
な
ど
と
言
っ
て
不
安
を
あ

お
り
、
短
時
間
の
作
業
で
高
額
の
料
金
を
請
求
す
る
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

市
で
は
一
切
、
業
者
に
そ
の
よ
う
な
指
示
や
お
願
い
を
し
て
い
ま
せ
ん
。

ま
た
、
敷
地

内
に
不
信
な
業
者
を
入
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
空
巣
ね
ら
い
の
要
因
に
も
つ
な
が
り
ま

す
の
で
、
十
分
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

受益者負担金制度について
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下
水
道
工
事
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

「
下
水
道
管
の
点
検
・
清
掃
」
の
悪
徳
業
者
に
ご
注
意
を
！

下水道排水設備工事責任技術者の登録更新手続きについて

日本下水道協会千葉県支部「下水道排水設備工事責任技術者」の資格有効期限が平

成１７年３月３１日の方は、登録更新の手続きが必要です。

登録更新しなかった場合は資格を喪失することになりますので、忘れずに手続きを

行ってください。

１　受 付 期 間 ９月１６日（木）～１０月１５日（金）

２　申 請 書 類 登録住所へ郵送

３　問い合わせ先 我孫子市下水道課　TEL ７１８５－１１１１

日本下水道協会千葉県支部事務局

（千葉市下水道総務課内） TEL ０４３－２４５－５４０４

下水道　　青い地球の　交通網　（下水道いろいろコンクール標語部門優秀作品：小学校３年）

正しく使いましょう、大切な下水道正しく使いましょう、大切な下水道

●排水設備
はいすいせつび

に野菜
やさ い

くずや布切
ぬのき

れ、ビニール類、また食用
の油を流さないように

●下水管
げすいかん

に薬品、アルコール、
ガソリン類を流さないよう
に

●水洗
すいせん

トイレにはトイレット
ペーパー以外は使わないよ
うに

●マンホールやますにごみや
土砂をすてないように…

◎受益者負担金とは

公共下水道を整備されることにより、快適な生活がで

きるとともに、土地の利用価値も高まります。

そこで、下水道が整備される区域内の受益者を対象に

受益の範囲内で建設費の一部を負担していただくもので

す。

◎受益者とは

下水道が整備される区域内にある土地の所有者です。

ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借によ

る権利の目的となっている土地については、それぞれの

権利者が受益者となります。

１m2400円

◎受益者負担金の額は

負担金の額は、１㎡当たり４００円です。

例えば土地面積２００㎡の負担金額は、

２００㎡×４００円　＝８０，０００円

となります。

◎負担金の納付方法は

負担金総額を１２回均等分割し、

年４回納付で、３年間で完納とな

ります。

Q1
受
益
者
負
担
金
が
土
地
に
対
し
て
か
か
る

の
は
な
ぜ
で
す
か
。

Q2
家
の
前
の
下
水
道
工
事
が
終
わ
っ
て
下
水

道
が
使
え
る
よ
う
に
な
っ
た
み
た
い
で
す

が
、
受
益
者
負
担
金
は
い
つ
支
払
う
の
で

す
か
。

受
益
者
負
担
金
は
お
住
ま
い
の
地
域
一
帯

の
整
備
が
終
わ
っ
て
か
ら
賦
課
し
ま
す
の

で
、
家
の
前
の
工
事
が
終
わ
っ
て
す
ぐ
に
お
支
払
い

い
た
だ
く
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
帯
の
整
備
が

終
わ
る
と
市
役
所
か
ら
「
下
水
道
事
業
受
益
者
申
告

書
」
が
送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、
内
容
を
確
認
し
申
告

書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
こ
の
申
告
書
に
基
づ
い

て
納
付
書
が
発
送
さ
れ
、
お
支
払
い
い
た
だ
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。

Q3
受
益
者
負
担
金
を
支
払
い
途
中
の
土
地
を

売
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
負
担
金
は
ど
う

な
り
ま
す
か
。

残
り
の
負
担
金
を
ど
ち
ら
が
払
う
の
か
、

相
手
方
と
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。
受
益
者

を
変
更
す
る
場
合
に
は
、
「
下
水
道
事
業
受
益
者
変

更
申
告
書
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

Q4
受
益
者
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
ど
う
な

り
ま
す
か
。

土
地
の
売
買
や
権
利
関
係
の
変
更
な
ど
で

受
益
者
が
変
わ
っ
た
場
合
に
は
、「
下
水
道

事
業
受
益
者
変
更
申
告
書
」
を
提
出
し
て
い
た
だ
き

ま
す
。
こ
の
届
け
出
が
な
い
と
新
し
い
受
益
者
の
方

に
納
付
書
が
届
か
な
い
ば
か
り
か
、
誰
が
支
払
う
か

な
ど
ト
ラ
ブ
ル
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
必

ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

Q5
下
水
道
を
使
用
し
な
い
と
き
は
受
益
者
負

担
金
を
納
め
な
く
て
も
よ
い
の
で
す
か
。

受
益
者
負
担
金
は
、
下
水
道
が
整
備
さ
れ

た
こ
と
に
対
し
て
整
備
区
域
内
の
土
地
に

賦
課
さ
れ
ま
す
の
で
、
下
水
道
の
使
用
有
無
と
は
関

係
な
く
納
め
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

下
水
道
の
使
用
は
整
備
区
域
内
の
皆
さ
ん
す
べ
て
が

接
続
し
な
い
と
地
域
の
環
境
改
善
、
環
境
保
護
の
効

果
に
つ
な
が
ら
な
い
た
め
、
法
律
で
使
用
が
義
務
づ

け
ら
れ
て
い
ま
す
。
特
に
下
水
道
整
備
区
域
内
に
家

屋
を
新
築
す
る
場
合
、
建
築
確
認
の
際
に
下
水
道
に

接
続
し
な
け
れ
ば
、
建
築
許
可
が
得
ら
れ
ま
せ
ん
。

我孫子市
マンホール
デザイン蓋
（市の鳥「オオバン」
と、市の花「つつじ」をデザインしたものです。）
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